
中

古

住

宅

●
対
象
と
な
る
改
修
工
事
、
区
分

臼
町
内
建
設
業
者
が
請
負
う
改
修
工
事
で
、

奨
励
金
交
付
決
定
前
に
着
工
し
て
い
な

い
工
事

渦
改
修
に
要
す
る
費
用
が

万
円
（
消
費
税

50

額
等
含
む
）
以
上

嘘
住
宅
の
増
築
、
改
築
、
住
宅
の
耐
久
性
を

高
め
る
た
め
の
改
修
工
事
、
塗
装
、
補
強
、

住
宅
の
居
住
性
を
高
め
る
改
修
工
事
、
環

境
負
荷
低
減
に
資
す
る
改
修
工
事
な
ど

※
詳
し
く
は
下
記
担
当
へ
お
問
い
合
わ
せ
、又

は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
間

臼
期

間

平
成

年
４
月
２
日
（
月
）
～

30

４
月

日
（
金
）
※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

20

渦
時

間

午
前
８
時

分
か
ら
午
後
５
時

分

30

15

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

嘘
場

所

建
設
課
住
宅
グ
ル
ー
プ

（
役
場
２
階
中
央
付
近
）

※
一
度
、
住
宅
改
修
奨
励
金
の
交
付
を
受
け

て
い
る
住
宅
は
、

申
し
込
み
で
き
ま

せ
ん
。

※
申
込
書
は
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

●
奨
励
概
要

臼
奨
励
金
の
額
は
、
改
修
費
用
の

％
で
、

20

万
円
が
限
度
で
す
。

50
渦
建
築
後

年
以
上
を
経
過
し
た
住
宅
の

10

改
修
工
事
で
、
改
修
後

年
以
上
の
定
住

10

を
確
約
さ
れ
る
方
を
対
象
と
し
ま
す
。

嘘
予
算
の
範
囲
内
で
の
実
施
の
た
め
、
申
込

者
多
数
の
際
は
抽
選
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

●
新
築
必
須
要
件

万
円

60

臼
床
面
積

愛
以
上
、

年
以
上
の
定
住
を

80

10

確
約

渦
住
宅
の
品
質
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第

３
条
に
規
定
す
る
日
本
住
宅
性
能
表
示

基
準
及
び
評
価
方
法
基
準
の
「
断
熱
等
性

能
等
級
」
に
示
さ
れ
た
「
等
級
４
」
を
満

た
す
こ
と

●
加
算
要
件

臼
申
請
時
に
同
居
す
る
中
学
生
以
下
の
子

供
が
あ
る
場
合

万
円

20

渦
町
外
に
２
年
以
上
住
ま
れ
た
方
が
持
ち

家
を
建
設
す
る
場
合
（
転
入
後
１
年
以
内

に
申
請
す
る
場
合
を
含
む
）

万
円

20

嘘
町
内
の
業
者
に
発
注
す
る
場
合

万
円

50

唄
住
宅
性
能
表
示
基
準
、
評
価
方
法
基
準
の

「
高
齢
者
等
配
慮
対
策
等
級
」
に
示
す
「
等

級
３
」
バ
リ
ア
フ
リ
ー
住
宅
基
準
を
満
た

す
場
合

万
円

10

欝
北
海
道
内
の
森
林
か
ら
産
出
さ
れ
、
町

内
で
生
産
又
は
製
品
化
さ
れ
た
木
材
（
地

域
材
）
を

逢
以
上
使
用
し
た
場
合

１０

万
円

２０

蔚
北
海
道
内
で
森
林
管
理
認
証
さ
れ
た
木

材
を
１
逢
以
上
使
用
し
、
C
o
C
認
証
を

取
得
し
た
業
者
が
施
工
し
た
場
合
は
、
１

逢
当
た
り
３
万
円
。
加
算
要
件
欝
と
の

併
用
可
（
使
用
量
に
つ
い
て
は
小
数
点
以

下
切
捨
て
）

上
限

万
円

４０

※
必
須
要
件
の

万
円
に
、
該
当
す
る
加
算

60

要
件
を
加
え
た
額
が
、
奨
励
金
額
と
な
り

ま
す
。

※
工
事
着
手
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

中
古
住
宅
購
入
に
対
す
る
奨
励
金
額

●
建
物
の
固
定
資
産
税
課
税
標
準
額
が
１

５
０
万
円
以
上
の
中
古
住
宅
を
購
入
し

た
場
合
が
、
奨
励
金
の
対
象
と
な
り
ま
す

（
課
税
標
準
額
は
、
固
定
資
産
税
の
納
付

書
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
）。

奨
励
金
の
額
は
、

万
円
で
す
。

30

※
売
買
後
１
年
以
内
の
申
請
が
必
要
で
す
。

住

宅

改

修

《
平
成

年
度
受
付
開
始
》

30
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‹
■
対
象
と
な
る
家
屋

３
年
以
上
使
用
し
て
い
な
い
、
ま
た
は
今
後

使
用
す
る
見
込
み
の
な
い
空
き
家
と
、
放
置
さ

れ
た
ま
ま
荒
廃
し
て
い
る
廃
屋
が
対
象
で
す
。

範
囲
は
、
い
ず
れ

も
住
宅
（
店
舗
等
と
の

併
用
住
宅
を
含
む
）
と

そ
れ
に
附
属
す
る
物

置
な
ど
の
附
属
家
の

み
で
あ
り
、
工
場
や

倉
庫
は
該
当
と
な
り

ま
せ
ん
。

■
対
象
と
な
る
所
有
者

町
内
在
住
の
有
無
や
個
人
・
法
人
を
問
い
ま
せ

ん
。
所
有
者
が
代
理
の
方
に
申
請
を
依
頼
す
る

場
合
は
、
委
任
状
等
の
書
類
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

■
対
象
と
な
る
事
業

津
別
町
内
の
業
者
が
取
り
壊
し
を
行
う
場
合

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

町
外
の
業
者
が
請
け
負
う
も
の
、
ま
た
、
個
人

が
行
う
も
の
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

■
対
象
と
な
る
金
額
・
補
助
額

対
象
と
な
る
工
事
金
額
は

万
円
以
上
で
す
。

５０

補
助
額
は
、
工
事
金
額
の
２
分
の
１
と
し
、
５０

万
円
を
上
限
と
し
ま
す
。
実
質
の
補
助
額
は
、

万
円
か
ら

万
円
と
な
り
ま
す
。

２５

５０

な
お
、
申
請
す
る
場
合
、
業
者
か
ら
の
見
積
書

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
申
請
前
に
必
ず
業

者
へ
相
談
し
、
見
積
書
を
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
受
付
期
間

臼
期

間

平
成

年
４
月
２
日

～
（
土
・
日
・

30

祝
日
を
除
く
）

渦
時

間

午
前
８
時

分
か
ら
午
後
５
時

分

30

15

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

※
今
年
度
の
事
業
は
、

件
分
を
予
定
し
て
お

２０

り
ま
す
。
定
数
に
達
し
た
時
点
で
締
め
切
り
と

な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
こ
の
事
業
の
活
用
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、

役
場
の
担
当
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

建
設
課

住
宅
グ
ル
ー
プ

緯

室
２
１
５
１
（
内
線
２
５
２
、
２
５
５
）
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空
き
家
・
廃
屋
を
自
主
的
に
取
り
壊
す
方
に

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

全
国
的
に
も
空
き
家

や
廃
屋
の
増
加
が
、
深

刻
な
問
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。

◆

居
住
者
が
お
ら
ず
、

十
分
な
管
理
が
さ
れ
て

い
な
い
こ
れ
ら
の
家
屋

は
、
町
の
景
観
を
損
ね

る
ほ
か
、
倒
壊
の
恐
れ

や
治
安
の
悪
化
が
心
配

さ
れ
て
い
ま
す
。

◆

町
で
は
、
良
好
な
生

活
環
境
を
守
り
、
美
し

い
景
観
向
上
の
た
め
の

取
り
組
み
と
し
て
、
今

年
度
も
こ
の
よ
う
な
家

屋
を
自
主
的
に
取
り
壊

す
方
に
費
用
の
一
部
を

助
成
す
る
「
津
別
町
空
き

家
等
撤
去
促
進
事
業
」
を

実
施
し
ま
す
。

空
き
家
等
撤
去
促
進
事
業

Ｑ

＆

Ａ

Ｑ

建
て
替
え
を
目
的
と
し
て
、
古

い
住
宅
を
壊
し
た
場
合
は
、
対
象

と
な
る
？

Ａ

住
宅
の
建
て
替
え
を
行
う
た
め

の
取
り
壊
し
は
対
象
外
で
す
。

Ｑ

取
り
壊
す
と
固
定
資
産
税
が
上

が
る
、
と
聞
い
た
の
だ
が
？

Ａ

住
宅
の
建
っ
て
い
る
土
地
は
、

税
の
軽
減
措
置
が
さ
れ
て
い
る
の

で
、
住
宅
を
取
り
壊
し
た
場
合
、
土

地
の
税
額
が
上
が
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
税
務
担
当
に

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

Ｑ

申
請
に
必
要
な
書
類
は
？

Ａ

申
請
書
類
一
式
は
、
役
場
の
担

当
課
に
あ
り
ま
す
。
業
者
か
ら
の

工
事
見
積
書
も
必
要
な
の
で
、
ま

ず
、
町
内
業
者
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

奨
励
金

新

築

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

建
設
課

住
宅
グ
ル
ー
プ

緯

室
２
１
５
１

76

（
内
線
２
５
２
、
２
５
５
）

住
環
境
の
向
上
と
定
住
の
促
進
を
図
り
、
活
力
あ
る
町
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
町

内
に
持
ち
家
を
建
設
す
る
方
、
又
は
改
修
す
る
方
等
に
対
し
て
奨
励
金
を
交
付
し
ま
す
。


